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国交省災害対策用機械に関する講習会
及び操作訓練の開催について

件 名
～初めて県及び県内市町との合同操作訓練～

○ 防災担当職員を対象に、全国における災害時の災害対

策用機械の応援事例等を紹介する講演会を開催します。

○ 初めて、県市町担当職員と福井河川国道事務所職員に

よる、福井河川国道事務所に配備されている対策車両や

機械を用いて合同操作訓練を実施します。

記

概 要 日 時：平成２４年１０月１０日（水）１３：００～１５：００

場 所：近畿地方整備局 福井河川国道事務所 会議室及び屋外駐車場

内 容：①災害対策用機械の応援派遣事例に関する講演

（近畿地方整備局企画部防災課）

②実際の車両を用いての操作訓練（屋外駐車場において）

災害対策用機械：排水ポンプ車、照明車、
対策本部車、衛星通信車等

参加機関：福井県及び福井県内１６市町（予定） 防災担当職員
及び建設担当職員
国土交通省 福井河川国道事務所災害対応担当職員

約７０名

取 扱 い －

配 布 場 所 福井県政記者クラブ

国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所

問 合 せ 先 TEL 0776-35-2661（代）

副 所 長 宇野 孝一（７８１－２０４）

防 災 課 長 土田 健次（７８１－２８１）



国交省災害対策用機械に関する講習会及び操作訓練の開催について

～初めて県及び県内市町との合同操作訓練～

災害が発生または、災害が発生する恐れがある場合において、被害の拡
大と二次災害防止に資するために、近畿地方整備局が自治体への応援とし
て、被災直後等の緊急的な対応を実施しています。
緊急的な対応の中には、近畿地方整備局が保有する車両、災害対策用機

械、通信機器を貸し付けることも含まれます。そのため、災害時に備えて
県市町職員が災害対策用機械等を理解して、操作方法を把握することが有
効です。

本会では、防災担当職員を対象に、近畿地方整備局の防災担当課職員か
らこれまでの全国における災害時の災害対策用機械の応援事例等を紹介す
る講演会を開催します。同時に、初めて県市町担当職員と福井河川国道事
務所職員による、福井河川国道事務所に配備されている対策車両や機械を
用いて合同操作訓練を実施します。

なお、近畿地方整備局では９月までに福井県内の全１７市町と「災害時
等の応援に関する申し合わせ」を締結しています。申し合わせでは、応援
内容に車両、災害対策用機械及び通信機器の貸し付けを行うことも含まれ
ています。

記

日 時：平成２４年１０月１０日（水）１３：００～１５：００

場 所：近畿地方整備局 福井河川国道事務所 会議室及び屋外駐車場

内 容：①災害対策用機械の応援派遣事例に関する講演
（近畿地方整備局企画部防災課）

②実際の車両を用いての操作訓練（屋外駐車場において）
災害対策用機械：排水ポンプ車、照明車、

対策本部車、衛星通信車等

参加機関：福井県及び福井県内１６市町（予定） 防災担当職員及び建設担当職員
国土交通省 福井河川国道事務所災害対応担当職員

約７０名



※【参 考】

「災害時等の応援に関する申し合わせ」について

この申し合わせは、各地方公共団体の区域において、災害が発生または、
災害が発生する恐れがある場合において、被害の拡大と二次災害防止に資
するために、近畿地方整備局が被災直後等の緊急的な対応（応援）を実施
することにより、国民の安全、安心を確保し、民生の安定を保持すること
を目的としています。

災害時等の近畿地方整備局から自治体への主な応援内容は、下記のとお
り。

・情報の収集・提供（リエゾン［情報連絡員]含む。）
・近畿地方整備局等職員の派遣（緊急災害対策派遣隊含む）
・災害に係る専門家の派遣
・近畿地方整備局が保有する車両、災害対策用機械等の貸し付け
・近畿地方整備局が保有する通信機械の貸し付け及び操作員の派遣
・その他



国交省災害対策用機械に関する講習会の開催及び操作訓練

●排水ポンプ車 ●対策本部車

●照明車

日 時 平成２４年１０月１０日(水） １３：００～１５：００
場 所 福井河川国道事務所 会議室及び屋外駐車場

災害対策用機械 排水ポンプ車、照明車、対策本部車、衛星通信車、ＫuーＳＡＴ
内 容 災害対策用機械の応援派遣事例の講演（近畿地方整備局企画部防災課）

実際の車両を用いての操作訓練

●衛星通信車

九頭竜川水防演習
平成24年5月24日

台風１２号 長殿河道閉塞監視
平成23年9月


